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○ 取扱い 

 次の傷病名に対するベンズブロマロン製剤（ユリノーム錠等）の算定は、

原則として認められない。 

 ⑴ 高血圧症のみ 

 ⑵ 急性白血病 

 ⑶ 人工透析患者における高尿酸血症 

 

○ 取扱いの根拠 

 ベンズブロマロン製剤（ユリノーム錠等）は、近位尿細管上皮細胞に存

在する尿酸トランスポーターURAT1 を阻害することにより尿酸の再吸収

を抑制し、尿中排泄を促進して結果的に血中尿酸値を低下させる。また、

添付文書の効能・効果において、「下記の場合における高尿酸血症の改善」

として「痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症」と記載されている。 

 以上のことより、高血圧症のみでは、本剤の適応とならない。急性白血

病については、化学療法による腫瘍崩壊症候群（TLS）に伴い、著しい高

尿酸血症を来すことがあるが、単なる急性白血病では、当該医薬品（尿酸

排泄促進剤）の適応とはならない。 

 また、人工透析患者における高尿酸血症については本医薬品の薬理作用

が腎臓近位尿細管の尿酸排泄促進作用であることから、高度の腎機能障害

（人工透析を含む）には有効性が期待できない。 

 以上のことから、高血圧症のみ、急性白血病、人工透析患者における高

尿酸血症に対するベンズブロマロン製剤（ユリノーム錠等）の算定は、原

則として認められないと判断した。 

 


